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それでは、令和 7年第 2回女川町教育委員会を開会します。

会期は、本 日1日 限りといたします。

はじめに、前回の会議録の承認の件をお諮りいたします。

既に配付されておりますが、委員の皆様方何かお気づきの点は

ありませんでしょうか。

無いようですので、承認とさせていただきます。

3番 中村たみ子 委員
4番 山内 哲哉 委員
よろしくお願いいたします。

それでは、議事に入ります。

議案第 2号 「令和 7年度予算案に対する意見について」をお諮

りします。

書記に議案を朗読させます。

(議案朗読)

ただ今の議案について、提案理由の説明を求めます。

ただ今議題となりました、議案第 2号 「令和 7年度予算案に対
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する意見について」の内容をご説明申し上げます。

教育委員会に関する予算編成については、町長の権限でありま

すが、町長は、事前に教育委員会の意見を聞かなければならな

いと規定されております。

また、教育委員会は意見を申し出ることができるとされており、

今般、町長から、別添写しのとおり、令和 7年度女川町一般会

計予算教育委員会所管分について、事前の意見を求められたも

のでございます。

議案の最終ページをお開き願います。
「令和 7年度女川町一般会計 (教育費)歳出事項別明細書」で
ございます。

第 9款教育費の歳出予算に係る項別の今年度当初予算額、前年

度当初予算額、比較増減、伸び率、構成比率の一覧となってお

ります。

なお、本年度とございますのは令和 7年度、前年度は令和 6年

度を示してございます。

はじめに、第 1項教育総務費につきましては、本年度170,958千

円を措置し、前年度と比較して12,073千円の減額、伸び率はマ

イナス6.60%で ございます。

第 2項小学校費は、本年度104,557千円を措置し、前年度比較

5,421千円の減、伸び率はマイナス4.93%でございます。

第 3項中学校費は、本年度105,588千円を措置し、前年度比較

4,142千円の増額、伸び率は4,08%で ございます。

第4項社会教育費は、本年度363,250千円を措置し、前年度比較
244,010千円の増、伸び率は204.64%で ございます。

第 5項保健体育費では、保健体育総務費と体育施設管理費を合

わせて、本年度116,773千円を措置し、前年度比較10,081千 円の

減、伸び率はマイナス7.95%。 学校給食費は、本年度71,042千

円を措置し、前年度比較9,642千円の増、伸び率は15.70%で ご

ざいます。

教育費全体の今年度予算の総額は932,168千 円となり、前年度と

比較し230,219千円の増額、伸び率は32.80%で ございます。

一般会計予算の総額11,305,000千 円のうち、教育費の割合は

8。 25%と なりまして、前年度の7.04%か らは1。 21%増加という

状況でございます。

次に、前年度との比較増減の主な内訳について、項目別にご説

明申し上げます。

歳入予算から申し上げますので、参考資料 2-2のページをお
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開き願います。

第8目教育使用料でございます。

本年度予算額は286千円を計上し、前年度予算より71千円の増額

でございます。

第 1節社会教育使用料として284千円を計上し、内訳は、勤労青

少年センター使用料が103千円、生涯学習センター使用料が181

千円としております。

第 2節学校施設使用料 2千円は、学校敷地内にある電柱の占用

に係る予算計上となっております。

次に、45ページをお開き願います。

第6目教育費国庫補助金でございます。

本年度予算額は58,129千円、前年度予算より57,906千円と大き

く増えております。

第 1節小学校費補助金の要イ呆護児童援助費補助金は、要保護児

童がいわゆる学校病等により医療機関を受診した際に要した医

療費用に係る経費の2分の 1の額が国費で手当されるもので、

姑象児童 1名 と見込み、6千円を計上しております。

GIGAス クール構想支援体制整備補助金167千円と、第 2節中
学校費補助金でも同じ名称の補助金で166千円を計上してござい

ますが、こちらの予算措置は、文部科学省によるGIGAス ク
ール構想により1人 1台端末の整備が行われましたが、国では、

課題として、同時、多数、高頻度での端末活用により必要なネ

ットワーク速度を満たしていない学校が多くあり、必要なネッ

トワーク速度の確保が必要であるとして、今後、国において速

度アセスメントに係る経費を一部補助するということが示され

ましたことによるものでございます。

中学校費補助金にもう一つございます特別支援教育就学奨励費

補助金は、石巻市特別支援教育共同実習所での実習活動に参加

する本町の特別支援学級の生徒等の交通費分について、国費 2

分の 1の補助金額であります140千円を措置しております。

第 3節社会教育費補助金は、都市構想再編集中支援事業補助金

として57,647千 円を新規計上しております。これは、令和 7年

度から令和 8年度の2カ年度で建築を予定しております新社会

教育施設の建築工事に係る補助金でございまして、対象事業費

の2分の 1補助となつております。

第4節保健体育費補助金は、体力・運動能力調査を行つて得た

標本数に応じて交付される事務費補助金で、 3千円を計上して

おります。
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次に、49ページをお開き願います。

第6目教育費県補助金でございます。

本年度予算額は10,960千円で、前年度より2,695千円の減額でご

ざいます。

第 1節教育費補助金、みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援

事業費補助金は、女川町子どもの心のケアハウスの人件費の一

部に対する県補助金でございます。補助率と補助上限額の引き

下げが見込まれることから、前年度より419千円の減額としてお

ります。

また、コミュニティ復興支援事業費補助金 (地域学校協働活動

推進事業)の 274千円は、放課後「楽校」やまなびつこ事業の経

費に対する補助金となっております。

第 2節小学校費補助金及び第 3節中学校費補助金の被災児童、

被災生徒就学支援事業費補助金については、小学校分2,227千

円、中学校分2,888千円を計上しております。この補助金は、東

日本大震災により被災を受けた世帯で、かつ経済的な理由で就

学困難な児童生徒への就学支援事業に対するものでございます。

第 2節小学校費補助金の小学校入学準備支援事業補助金につき

ましては、新入学児童が入学時に購入する運動着を町が支給し

ており、その費用の一部を県が補助しているもので、第 3子以

降の子供に支給する金品の 2分の 1補助となっております。児

童数は 5名 と見込んで、33千円を計上しております。

第 3節中学校費補助金の公立学校情報機器整備費補助金は、G
IGAス クール構想により1人 1台端末として集中的に整備さ
れてきましたが、故障端末の増加やバンテリーの耐用年数など

を勘案し、今後、計画更新する費用について国が補助するとさ

れております。補助率は3分の2で、購入台数45台分として1,650

千円を見込んでおります。

第4節社会教育費補助金につきましては、学校・家庭・地域連

携協力推進事業費補助金として117千円を計上しております。内

容は、協働教育プラットフォーム事業の地域住民等の参加によ

る体験活動の実施運営に係る講師謝礼、旅費、消耗品等の経費

に対する補助金となっております。

次に、50ページをお開き願います。

第2目教育費委託金でございます。

本年度予算額18,609千円で、前年度より1,864千円の減額でござ

います。

第 1節教育総務費委託金、スクールノーシャルワーカー活用事
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業委託金は、引き続き県からの委託事業として必要経費分1,640

千円を計上してお ります。

緊急スクールカウンセラー等活用事業委託金につきましては、

令和 7年度までは県の委託事業として継続 されることとなって

お り、予算計上額は、前年度の被災児童生徒等学習支援事業委

託契約額の10分の 9と して見込んでお ります。

第 2節社会教育費委託金には、文化財保護事務処理交付金 9千

円を計上してお ります。埋蔵文化財に係 る法令に基づく手続き

に関して、申請者から町を経由して県に申請等を依頼する際の

事務費分が交付されることとなつてお ります。

次に、51ページ、第 3目施設命名権収入でございます。こちら

は、女川スタジアム公園のネーミングライツに伴 う命名権料 と

して、令和 6年度同額の400千円を計上してお ります。

次に、54ページをお開き願います。

第 1目 貸付金元利収入の第 5節奨学金貸付金収入につきまして

は、現年償還分 として14,329千 円を計上 してお ります。現年償

還分は61名分を見込んでおり、内訳は、令和 7年度から新たに

償還を開始する 5名 分で1,074千 円、償還継続は56名分で13,255

千円としてお ります。

次に、55ページ、第 6目 教育費雑入、第 1節社会教育費雑入で

ございます。生涯学習センターでの町民音楽祭や芸術鑑賞会な

どのチケット売上代 として1,475千 円を計上してお ります。

第 2節保健体育費雑入の225千円は、教育局が主催するトレーニ

ング教室、ヨガ教室、体力づくり事業等の参加者から徴収する

負担金分でございます。

第 3節学校給食費雑入は、学校給食納付金分として21,441千円

を計上してお ります。こちらは、前年度同様の給食回数と 1食

単価を用いて積算 したものとなってお ります。

以上が、歳入に係 るご説明でございます。

続いて、歳出について申し上げます。

137ページをお開き願います。

第 9款教育費、第 1項教育総務費でございます。

第 1目教育委員会費では、教育委員会を運営する経費、教育委

員会委員報酬、交際費、定例会等の会議録作成に係る手数料な

ど、2,556千円を計上しております。

第 2目事務局費は、教育委員会事務局に係る管理運営経費を計

上してございます。

各種会議に係る委員報酬や職員人件費、小 。中学校教職員等の
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健康診断委託料、被災児童生徒等学習支援業務委託料、小 。中

学校の児童生徒に限らない町独自の補助金、奨学生に封する貸

付金等を計上しておりまして、本年度予算額は156,682千円、前

年度より13,248千円の減額となっております。

増減内容といたしましては、138ページの第 8節旅費において、

カタール国生徒派遣事業に係る費用弁償及び普通旅費を全額減

としておりますのが主な減額の理由でございます。隔年で実施

する事業としておりますので、そのほか、139ページの第12節委

託料でも、カタール国派遣事業に伴う添乗員業務等委託料分を

全額減としているため、掲載はございません。

また、委託料の最後の項目、被災児童生徒等学習支援業務委託

料においては、県委託金の上限設定額等の変更に伴いまして

1,884千円を減額しております。

同じページの第18節負担金補助及び交付金では、学習塾代等支

援事業補助金においては、前年度より3,340千円の増額としてお

ります。

次に、140ページ、第3目 心のケアハウス事業費ですが、本年度

予算額は11,720千円となっており、前年度予算額と比較し、768

千円の増額でございます。

第 2節から第 4節の人件費において956千円の増額、第10節需用

費の光熱水費で149千円を減額しております。

なお、人件費につきましては、給与改定等を踏まえながら、当初

予算積算時点の人員配置での見込みとなつておりまして、以降

の項目の科目の予算額につきましても、同様となっております。

次に、142ページをお開き願います。

第 2項小学校費でございます。

第 1目 学校管理費では、本年度予算額36,966千 円を措置し、前

年度予算額より5,005千円の増額となっております。

主な増減理由は、ICTネ ットワークシステムイ呆守委託料4,281
千円と、ネットワークアセスメント委託料715千円の新規計上に

よるものが主な増額の理由でございます。

ICTネ ットワークシステム保守委託料は、学校 ICTネ ット
ワークシステムの導入から5年が経過し、整備士の保守見込み

の契約が終了期限を迎えるため更新するものとなつております。

また、ネットワークアセスメント委託料は、歳入予算の説明と

しても申し上げましたが、文部科学省によるGIGAス クール
構想による課題として挙げられております必要なネットワーク

速度の確保に関し、本町でも、国の補助事業を活用して小 。中
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学校のネットワーク環境を調査・分析し、必要に応じて改善す

ることを目的に実施したいと考え、今回、予算計上するもので

ございます。

次に、同じページの第2目教育振興費でございます。本年度予

算額67,591千円を措置し、前年度より10,426千円の減額でござ

います。

主な減額理由といたしましては、前年度予算措置しておりまし

た項目で本年度は計上していないものとして、まず、節の部分

では、144ページの第17節備品購入費。前年度は教材用備品購入

が計上されておりましたが、今年度は購入予定がないため、前

年度の計上額9,722千円が全額減となっております。

また、第13節におきましても、日乍年度計上のありました ICT
教育支援業務委託料2,472千円を全額減としております。

これにつきましては、これまで ICT支援員と学校システム運
用管理支援員をそれぞれ学校に配置し、 2名体制でのサポート

としておりましたが、今年度は学校システム運用管理業務委託

契約のみとし、支援員 1名 でのサポー ト体制とする予定でござ

います。

そのほか、人件費において3,382千円の増額、第10節需用費の消

耗品費において1,594千円を減額しております。

次に、145ページ、第 3項中学校費でございます。

第 1目学校管理費では、本年度予算額44,010千 円を措置し、前

年度より5,562千円の増額でございます。

主な内容は、人件費において1,787千円の増額、第10節需用費に

おいて、実績等を踏まえた積算を行って、前年度より1,304千円

を減額しております。

また、146ページの第12節委託料の中で、先程の小学校学校管理

費と同様に、ネットワークアセスメント委託料715千円、及び I

CTネ ットワークシステム保守委託料4,282千円を計上しており
ます。

金額につきましては、小学校と中学校で按分した形となってお

ります。

次に、147ページ、第2目教育振興費でございます。

本年度予算額は61,578千 円で、前年度より1,420千円の減額でご

ざいます。

主な内容は、人件費において3,181千円を減額し、第10節需用費

の消耗品費で教師用教科書及び教師用指導書を新規計上してお

り、消耗品費全体で2,118千円の増額となっております。
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また、第12節委託料内の ICT教育支援教務委託料、昨年度計
上額の1,236千円を全額減としていることにつきましては、先程

の小学校費と同じでございます。

次に、第17節備品購入費では、教材用備品購入費として、タブ

レット端末の更新に係る費用と吹奏楽用の楽器 1台購入分とし

て予算措置し、前年度から2,815千円の増額となつております。

148ページ、第18節の修学旅行費支援補助金として1,866千円を

措置しておりますが、対象生徒の見込み数が前年度より少ない

ため、1,086千円ほど減額しております。

第19節扶助費では、要保護・準要保護生徒援助費、被災生徒就

学援助費ともに見込み人数や単価の見直しにより、扶助費全体

で1,249千円の減額となっております。

次に、第4項社会教育費、第 1目社会教育総務費でございます。

本年度予算額は320,049千円で、前年度より240,547千 円の増額

でございます。

主な内容は、人件費において6,098千円の増額と、149ページの

第14節工事請負費217,510千円の新規計上によるものでございま

す。

社会教育施設の新築工事につきましては、現在鷲神地区にござ

います勤労青少年センターの老朽化に伴い、元の女川第一小学

校がありました浦宿地区の跡地に新しい社会教育施設を建築す

るものでございます。

今年度で設計が完了し、いよいよ令和 7年度から工事を開始、

令和 9年度の供用開始を予定しております。

なお、社会教育施設の設計内容等は、次回の教育委員会委員協

議会で図面等を見ていただきながら、ご説明させていただきた

いというふうに考えております。

次に、150ページ、第2目文化財保護費でございます。

本年度予算額1,844千円、前年度より152千円の増額でございま

す。

第10節需用費の修繕料で、現段階で既に見込まれている修繕分

を予算措置し341千円の増額となった一方、例年第12節委託料に

計上しておりました出島にある遺跡の周りの刈払い業務委託料

200千円を、支出実績がないということで、本年度は全額減とし

ております。

次に、151ページ、第 3目 の勤労青少年センター管理費でござい

ます。

本年度予算額12,219千円で、前年度より1,128千円の増額でござ
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います。職員人件費において1,090千円の増額となっております

のが主な理由でございます。

次に、152ページ、第4目 生涯学習センター管理費につきまして

は、本年度予算額29,138千 円、前年度より2,183千円の増額でご

ざいます。こちらも、前日同様、職員人件費の増額が主な理由

でございます。

次に、153ページの第 5項保健体育費、第 1目保健体育総務費で

ございます。

本年度予算額は22,888千 円で、前年度より3,868千円の減額でご

ざいます。

主な理由といたしましては、まず、職員人件費の合計において

4,586千円を減額しております。

また、154ページ、第18節負担金補助及び交付金の最後の項目、

東北総合スポーツ大会負担金の新規計上でございます。東北大

会の開催地として令和 7年度は宮城県が該当しております。女

川町では、総合体育館並びに野球場を会場に柔道競技と軟式野

球競技が行われる予定となっており、試合会場地の大会負担金

として措置しているものでございます。

次に、第2目体育施設管理費でございます。

本年度予算額は93,885千 円、前年度より6,213千円の減額でござ

います。

主な内容は、第10節需用費の修繕料として、今年度は1,200千円

を計上しておりますが、前年度では、当初予算積算の時点で既

に施設修繕の必要な箇所がありまして、その分を上乗せした形

で3,000千円を措置しておりました。この差額分の1,800千円を

減額しております。

また、前年度は第14節に工事請負費として置きまして、総合運

動場女川スタジアム公園の案内標識の設置工事3,840千円を措置

しておりましたので、その分が全額減となっております。

最後に、155ページ、第 3日 学校給食費でございます。

本年度予算額は71,042千 円で、前年度より9,642千円の増額でご

ざいます。

増額の主な理由は、職員人件費において6,633千円を増額してい

るほか、第10節需用費の賄材料費において、物価高の影響等を

考慮し、3,065千円の増額としております。

以上が、参考資料 2-2の説明となります。
このほか、参考資料 2-1と いたしまして、令和 7年度の主な
事業等を抜粋したものを添付しておりますので、後ほどご確認
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教育長

教育長

教育長

教育長

教育長

教育長

教育長

12報 告事項
教育長

いただければと思います。

なお、本 日の予算に関する資料につきましては、町議会開会前

の意見聴取とい うことで委員の皆様にお配 りさせていただいた

ものでございますので、その取扱いにつきましては、ご留意いた

だきますようお願い申し上げます。

長い説明となりまして大変恐縮でございましたが、以上が、議

案第 2号の説明となります。よろしくご審議のうえご承認賜 り

ますようお願い申し上げます。

ただ今の議案説明について、ご質問等ございましたらお願いし

ます。

(「異議なし」の声あり)

なければ、承認 ということでよろしいでしょうか。

(「はい」の声あり)

それでは、議案第 2号は、承認されました。

次に、追加議案 となります。

議案第 3号「令和 7年 3月 末定期異動における教職員 (管理職 )

の人事異動について」をお諮 りします。

書記に議案を朗読させます。

(議案朗読 )

ただ今の議案につきましては、人事に関する議案ですので、秘

密会にて審議 したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

暫時休憩します。

(秘密会 )

休憩前の議事を再開します。

それでは、議案第 3号は、承認 されました。

議事は、以上であります。

休憩します。

(休憩)

休憩前の議事を再開します。

次に、 6番 「報告事項」に入 らせていただきます。

はじめに、私から報告いたします。

改めまして、皆様、おはようございます。

毎回同じような話で恐縮ですが、時の経つスピー ドが早いなと

感 じています。

立春を過ぎたとはいえ、まだまだ寒い日が続いています。

2月 も中旬に差 し掛かつて、18日 (火 )が 「雨水」とい うことで
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すので、早く暖かくなってほしいなと願いつつ、卒業、進学に向

けて、「15の春」を全員がとびっきりの笑顔で迎えてほしいと念

じているところであります。

それでは、レジュメに沿つてお話をさせていただきます。

まず、おかげさまでカタール国から無事帰ってまいりました。

行きの飛行機で約13時間、帰 りの飛行機が約 11時間、快適な空

の旅でしたと言いたいところですが、ちょつと夜の飛行機が苦

手な私にとつては、前回同様、かなりきついものがありました。

レジュメ記載のとお り、公所、学校関係では、日本国大使館、カ

タール・フレン ド基金、公立の男子高校、アカデ ミー小 。中・高

等学校の 4カ所を訪問させていただいて、御礼、報告、交流等を

行ってきました。どこに伺つても温かく迎えていただいて、生徒

たちも張り切つてプレゼンテーションを行つていました。

今回の派遣事業を振 り返って改めて思 うことは、やはり必要最

低限の英会話スキルを身に付ける、付けさせることかなという

ことであります。thank yOuと か good mOurningだけだと、どう

しても深い交流にはならないということを感 じました。今、世の

中便利なものがあつて、スマホのアプリを用いても、やはり限度

があります。 2年後、 4年後と続いていく派遣事業に合わせる
ように、子供たち、そして我々の英会話能力も少 しずつ磨いて

いく必要があるのかなと感 じてきました。

カタール国生徒派遣事業につきましては、 2月 21日 (金)開催

予定の総合教育会議の中でもう少し詳 しく報告をさせていただ

きます。

また、2月 13日 (木)に東京の駐 日カタール大使館に伺って、今

回の訪間について、改めて報告を兼ねて御礼をしようと思つて

いるところであります。

1月 30日 (木 )、 今年も鯨肉給食の試食 とい うことで、町長、そ

して第 4学年 と一緒に鯨肉をおいしくいただいてきました。

第 4学年 2ク ラスの子供たちですが、温かく客を迎え入れよう

とする気持ちや、集団としての規律をしつかり守っていこうと

いう姿勢が感 じられて、確かな成長を感 じました。

翌 日には、中学校第 2学年の立志の会を参観 させてもらいまし

た。

委員の皆様方にもご参加をいただいて、ありがとうございまし

た。

昨年の今頃は一番心配 していた学年だったので、どうかなと思

つて見ていたのですが、ここ数年では一番立派な立志の会だっ
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教育局長

たのではないかと私は思つています。何より欠席者がいなかっ

たことと、先生方の頑張りも伝わってきました。

続いて、会議、研修、教育委員会関係では、まず、1月 14日 (火 )、

本年度のHLAB実 行委員長の大原さんをはじめ、実行委員、
関係者の方々が女川町を訪問されました。

テーマが 「Sail intO Your Future― 漕ぎだそ う、あなたの航路

ヘー」とのことで、 8月 中旬の 1週間、当町を会場に行われま

す。本年度もいい活動になればと思つているところであります。

1月 28日 (火)は、今年度の第 2回ブロック会議でした。
あさって12日 (水)が第 3回 目のブロック会議 とい うことで、こ

れから内々示、内示へと向かつていきますが、文書書類を含め

て、遺漏のないように進めてまいります。

2月 4日 (火 )、 保育所訪問ということで、しおかぜ保育所と第

四保育所の主に年長さんの様子を見てきました。

2月 5日 (水 )、 本年度第 2回 目となるいじめ問題対策連絡協議

会でした。

本年度も命に関わるようないわゆる重大事案等は発生していま

せんが、今後とも、アンテナ等を高くして子供たちの様子を見

てほしいと話をしました。

5の女川小学校 。女川中学校の主な行事予定を含めて、学校か

ら上がってきたものについて、詳しいことについては後ほどの

協議会の中でお話をさせていただきたいと思います。

また、学習意欲等子供たちのアンケー ト結果についても協議会

の中でお話をさせていただければと思つています。

結びになりますが、いよいよ 3月 議会も来月の 3日 (月 )か ら約

10日 間の日程で始ま ります。令和 7年度の各事業の予算審議等

が中心になるものと思っていますが、健康に留意 しながら頑張

りたいと思つています。

私からは、以上でございます。

続いて、教育局長から報告させます。

学校教育関連の日程関係からご説明させていただきます。

実施済みの (1)女川町議会臨時会が 1月 17日 (金)に開催され

ました。その中で教育局からの行政報告として、野球場の トイ

レの改修工事の契約締結について報告させていただきました。

そのほか、先週金曜 日まで実施いたしました会議等は、ご覧の

とおりとなってお ります。

続きまして、実施予定についてご報告いたします。

1月 の教育委員会でも実施予定として掲載 してお ります項 目も
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ございますが、改めてご報告させていただきます。

(1)2月 13日 (木 )、 駐日カタール大使館への表敬訪間につきま

しては、先程の教育長の報告のとおりです。

(2)2月 14日 (金 )、 いじめ問題封策調査委員会を開催いたしま

す。いじめの重大事案の調査審議ではなく、学校の状況につい

ての情報共有をさせていただくものでございます。

(3)2月 17日 (月 )、 議会の産業教育常任委員会が予定されてお

ります。今回は、通学路に関する内容であり、夕方の時間帯には

実際に議員も現場に出向き、状況確認をされるということでご

ざいます。

(4)2月 19日 (水 )、 第 3回女川の教育を考える会を予定してお

ります。

(5)宮城県町村教育長会第 3回役員会が 2月 20日 (木 )、 松島町

で開催される予定です。

(6)2月 21日 (金)午前10時から第 2回総合教育会議を開催さ
せていただきます。教育委員の皆様、ご出席よろしくお願いい

たします。

(7)2月 26日 (水 )、 明神丸観覧・竣工祝賀会が予定されており

ます。新しい船の竣工に伴い、ぜひ観覧をと小学校児童へもご

案内をいただいているとごちでござぃます。

(8)2月 27日 (木 )、 議会議員全員協議会が予定されております。

教育局案件といたしましては、改訂 した教育大綱について説明

させていただく予定としてお ります。

(9)2月 28日 (金 )、 毎年のご支援でございますが、今年度も石

巻 トラック協会様から児童へ文具をお贈 りいただけるとい うこ

とで、教育長室を訪問される予定となつてお ります。

(10)3月 の議会定例会につきましては、3月 3日 (月 )からの開

会でございます。一般質問対応のほか、来年度の予算審査もし

つか り準備 してまいりたいと思います。

(11)3月 17日 (月 )午後 3時 30分から奨学生選考委員会を開催
させていただきます。来年度の新規奨学生の選考となります。

(12)3月 の教育委員会は 3月 25日 (火)と なってお ります。よろ

しくお願いいたします。

次に、 2番のその他でございます。

次年度の女川町奨学生の募集を 2月 28日 (金)ま でとして、現

在受け付けを行つてお ります。

令和 7年度被災児童生徒就学援助事業補助封象限度額の改定案

が表のとお り示されました。
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教育長

中村委員

学校給食費の補助姑象限度額が、小学校で 5万 6,000円 から5万

8,000円 に、中学校の単価で 6万4,000円 から6万9,000円 に引き

上げとなる予定でございます。

以上、学校関連のご報告でございます。

続きまして、生涯学習関係のご報告をさせていただきます。

2月 の予定表は、ご覧のとおりとなってお ります。

ほぼ毎 日講座や体験教室等が入つております。

大人数となるイベン トは、 2月 2日 の芸術鑑賞会が今年度 とし

ては最後でありましたが、その他のイベン トにつきましても、参

加者に満足いただけるよう引き続き取り組んでまいります。

下の方にございます実施済みの生涯学習事業につきましては、

後ほどご覧いただければと思います。

プラットフォーム事業の (3)家庭教育支援として、1月 31日 (金 )

に保育所の保護者を対象に、しおかぜ保育所では講演会、第四

保育所ではワークションプの形で、それぞれ子育てに関するこ

とをテーマに開催いたしました。とても良い取組であつたとい

うふ うに捉えてお ります。

2の放課後居場所づ くり事業に関しましては、いろいろと工夫

しながら晃供させていただいてお ります。

2月 、 3月 も女川向学館 と連携を図りながら実施 してまい りた

いと思います。

最後に、体育振興事業について報告させていただきます。

5ページになります。

トレーニング講習会、ヨガ教室、アクティブクラブは例月どお

り開催いたします。

体力づくり教室は、 2月 から3月 にかけまして初心者向けの運

動教室や体幹 トレーニング等の機会を提供 し、運動の楽しさと

運動習慣の定着を目指 して実施いたします。

以上、私からの報告でございます。

報告は以上となりますが、委員の皆様方からただ今の報告事項

についてご質問等ございましたらお願いします。

2点ほど教育長報告からお願いしたいと思 うのですが、まず、

カタール国への派遣事業に関してです。必要最低限の英会話ス

キルについて言及なさつていますが、かなりそ うい う必要性と

い うものは感 じられたとい うことですか。

子供たち以上に、これは私の感覚です。恥ずかしながら、実は私

も英語でスピーチしたのですが、この人は英語を話せるんだと

思われたのでしょうね。一気に集中的に英語でワーと。何を言

教育長
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中村委員

山内委員

つているか一つも分からなくて、笑ってごまかして帰ってきた

のが非常に情けないなと。前にも同じようなことを言ったので

すが、あれから全然自分 自身成長 していなくて。子供たちから

も、もつと英語が話せれば楽しかったのになとい う感想も結構

聞かれたので、もうちょつと英語教育に力を入れて、頑張つて

いかなければいけないなという思いです。

もうちょつと普通の英会話だけでも何を言つているかがちょつ

とでも分かると、もつとこの方はこういうことを言つているん

だなと分かる。断片的な単語 しか分からないんですよね。飛行

機の中でもそうなんです。フレン ドリーにとい うか、ニコニコ笑

いながら話しかけられても、話 している内容が分からない。それ

は私たちはどこに行つても感 じました。ゆつくり話 してもらっ

たのですが、単語がよく分からないというか、感 じますね。

だから、せっかく行くので、今の小 。中学生にはもうちょつと低

学年の頃から。英語に触れる機会は今もあるのでしょうけれど

も、もつと言 うと、せつかくALTが 2人いるわけじやないです
か。常駐ですよね。使わない手はないかなと。今、外国語活動の

時間はどんなふ うになっているのかなと疑問に思つて、そ うい

うこともあつて書かせていただきました。

やはり活用というか、コミュニケーションにつながるような学

習活動をしているかどうかとい うのは、授業を見て感 じるとこ

ろもあるので、その辺どうなんですか。

どうなんでしょうね。でも、それを行つた子供たちが今の在校

生に伝えてもらって、もつともつと学校の雰囲気が変わればい

いなというのと、もちろんその周 りの教育長をはじめ、大人が

必要だよなと。何かの拍子にたまたま隣に立ってちょっとした

会話ができる感 じとい うのは、本当にいいような気がするんで

すね。「日本で『ワンピース』がはやっているんだろう」みたい

な感じで言われて、「はやつているよ。俺もこの前映画見に行つ

たよ」ぐらいの会話ができるだけですごくいいなと思うので、そ

ういうところまで持つていけるような内容というんですか。ヤヽ

ろいろ学校内では難しいとは思うのですが、まずは学習内容の

ところでうまく取り入れるというか、取り組めれば本当にいい

ような気がしますよね。

だから、ALT、 つまり常駐 2人もいらっしゃつて、授業ではな

くて、普段の学校生活の中でALTと のコミュニケーションと
いうのがどうなっているのかなという気がしたんです。そうい

う授業外でのところでの外国の方とのコミュニケーションが日

中村委員
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教育長

山内委員

教育長

山内委員

常的に学校生活の中で取れているといいなと思つて見ているの

ですけれども。

おつしゃるとおりですね。

ありがとうございました。

ほかに何かございませんか。

1月 14日 のHLABの 実行委員長の大原さんが教育長を訪問し
たとい うことですが、今までこの時期に実行委員長が町長と教

育長を訪問するとい うのはなかったような気がしたので、そ う

い う意味でも、すごくアクティブなというか、彼女はすごくパワ

フルだなと去年からずっと思つてはいたところだつたのですが、

何かHLABの 意気込みみたいなものを語つていつた りしたの
ですか。

この子は女川出身ではなく、矢本第二中学校出身なんですね。

ずっと女川にと専門監ともや りとりしているみたいで、すごく

やる気に満ちあふれている方。

もう一人、尾浦の出身の子も入つているんですよね。純怜さん

といいましたか。ここには書かなかったのですが、その子はその

子で女)||でこういうことをしたいという思いを持つていて、い

いなと思いますよね。

これが一つの形かなと。カタール国派遣があって、ここにつなげ

られればいいなと私は思つていて、ここには書いていないので

すが、小学校もいろいろな交流しているんですよね。そこから、

小学校から中学校、中学校から高校 と、一つの流れができると

いいなと。世界に羽ばたくではないですが。

大原さんにもやる気をとても感 じました。女川のリピーター率

とい うか、ここで来ますよね。来て、一旦戻つて、また女川に来

て何かに参力Hするとい う子供たちというか、数が非常に多いん

ですよね、この人たちは。それも何かいいなとい うふ うに思つて

います。

HLABは 基本的に高校生封象で、高校生になって急にHLA
Bの このイベントに、プログラムに参力日するとい う女川の高校

生はいなくて、その接続が難 しいというので、中学生くらいか

らHLABと いうものになじんでいると、高校になった時に、
「ああ、あのHLABね 。じゃあちょっと行つてみようか」みた
いな感 じでHLABの 敷居が低くなるとい うか、参力日しやすく
なるのではないかとい うので、まちなか交流館で中学生を姑象

に 1日 だけのプログラムを去年実施 したんですね。

今回カタール国に行つたメンバーも何人かはそれに参加 してい
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教育長

教育長

13そ の 他
教育長

教育長

教育長
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るのですが、今年もそういうふうな形で中学生に姑して何かや

りたいのですが、どういうものがいいですかねということを先

日お話させていただいて、本当にやる気に満ちあふれていると

いうか、早い段階からHLABに というか、広い視野で見える
ような感じのものを子供たちに持たせれば、どんどんHLAB
みたいなものに手を出していくのではないかなというのはすご

く感じているので、周りの大人としても、そういう環境づくりを

やっていきたいなと思つております。

こちらこそよろしくお願いします。

ほかにございませんか。

(「ありません」の声あり)

それでは、報告事項については、以上とさせていただきます。

次に、 7番 「その他」に入ります。

何かほかにございませんか。

なければ、「その他」については、よろしいでしょうか

(「はい」の声あり)

それでは、再来月の日程を組ませていただきます。

〔4月 21日 (月 )午前 10時からということで調整〕
それでは、4月 の教育委員会は、4月 21日 月曜日午前 10時か

らということで、組ませていただきます。

ほかにございませんか。

なければ、本日の教育委員会をこれで終了させていただきます。

ありがとうございました。

年前 11時 30分

本委員会の議決の次第は、次のとお りであります。

議案第 2号 「令和 7年度予算案に対する意見について」 (承認)

議案第 3号「令和 7年 3月 末定期異動における教職員 (管理職)

の人事異動について」 (承認)

16 この会議録の作成者は、次のとおりであります。
参事 新田 太

上記記録の正確なることを認めここに署名する。

令不日7年 3月 25日
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3番委員

4番委員 >＼ 内

〕才__ 晟ひ

哲 ワ
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